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とと実務的考察実務的考察
４　プロジェクト・ファイナンスにおける企業価値担保権の活用可能性

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士　佐藤 知紘・山本 　明
５　ＬＢＯファイナンスにおける企業価値担保権の活用可能性

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士　田口 祐樹・宮澤 　哲
６　ベンチャーデットにおける企業価値担保権の活用可能性

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士　齋藤 　崇・水井 　大

特
集
の
目
的

　

２
０
２
４
年
３
月
15
日
、
事
業
性
融
資
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
、「
事
業
性
融

資
推
進
法
」
ま
た
は
単
に
「
法
」
と
い
う
）
が

国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
年
６
月
７
日
に
成
立
し

た
。
同
法
は
、
通
常
の
各
種
法
令
よ
り
も
や
や

長
め
に
、
公
布
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
６
ヵ
月

を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
さ
れ
る
（
法
附
則
１
条
）。
事
業
性

融
資
推
進
法
に
基
づ
く
企
業
価
値
担
保
権
に
関

す
る
制
度
整
備
に
関
連
し
、
優
れ
た
解
説
は
す

で
に
多
く
公
表
さ
れ
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い

（
注
１
）（
注
２
）。
そ
れ
ら
の
議
論
等
を
経
て
、

金
融
庁
の
立
法
担
当
官
は
、現
状
に
つ
い
て「
未

知
で
あ
る
が
ゆ
え
の
過
度
な
お
そ
れ
と
、
既
知

で
あ
る
が
ゆ
え
の
正
当
な
懸
念
が
交
錯
し
て
い

る
よ
う
な
状
況
」
と
も
評
す
る
（
注
３
）。

　

２
０
２
３
年
２
月
10
日
付
の
金
融
審
議
会

「
事
業
性
に
着
目
し
た
融
資
実
務
を
支
え
る
制

度
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
」
報
告
（
以
下
、「
報
告
書
」
と
い
う
）

に
よ
れ
ば
、
企
業
価
値
担
保
権
は
Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

だ
け
で
な
く
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ

ン
グ
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト
等
、
事
業
性
に
着

目
し
た
融
資
が
必
要
と
な
り
得
る
場
面
で
活
用

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
報
告
書
２

～
７
頁
）。

　

そ
こ
で
本
特
集
は
、
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務

所
・
外
国
法
共
同
事
業
の
弁
護
士
が
、
活
用
に

あ
た
っ
て
特
に
重
要
と
な
る
企
業
価
値
担
保
権

の
制
度
内
容
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
報
告
書

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
活
用
が
期
待
さ
れ

る
各
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
念
頭
に
、
想
定
さ
れ
る

実
務
上
の
論
点
や
留
意
事
項
を
解
説
し
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
「
未
知
で
あ
る
が
ゆ
え
の
過
度
な

お
そ
れ
」
が
わ
ず
か
で
も
低
減
さ
れ
る
こ
と
を

企
図
し
て
お
り
、
ま
た
、
何
ら
か
の
見
通
し
が

立
っ
た
結
果
「
正
当
な
懸
念
」
が
増
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
そ
れ
も
い
と
わ
な
い
こ
と
で
、
来
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企業価値担保権企業価値担保権
特 集

１　特集の目的と企業価値担保権の勘所
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士　齋藤 　崇・水井 　大

２　企業価値担保権に信託を用いることについて
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士　有吉 尚哉・鶴岡 勇誠

３　実行を巡る諸論点
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士　千明 諒吉・加藤 貴裕

た
る
べ
き
施
行
に
備
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
。
本
特
集
が
企
業
価
値
担
保
権
、
ひ
い
て
は

事
業
性
に
着
目
し
た
融
資
実
務
の
発
展
の
一
助

と
な
れ
ば
、
本
特
集
に
お
け
る
執
筆
者
一
同
、

望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

一
　
企
業
価
値
担
保
権
の
勘
所

　

こ
こ
で
は
、
本
特
集
を
構
成
す
る
論
考
を
な

ぞ
る
形
で
紹
介
し
つ
つ
、
企
業
価
値
担
保
権
の

制
度
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
要
点
を
整

理
し
た
い
。

 

１　
制
度
の
勘
所

　

企
業
価
値
担
保
権
は
、
従
前
の
わ
が
国
の
担

保
法
制
が
個
別
の
財
産
と
そ
の
担
保
価
値
に
着

目
し
て
き
た
（
し
た
が
っ
て
、
換
価
処
分
さ
れ

た
と
し
て
も
担
保
権
者
は
事
業
と
し
て
の
価
値

に
つ
い
て
は
優
先
弁
済
権
を
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
）
の
と
は
異
な
り
、
観
念
的
で

は
あ
る
が
債
務
者
の
「
総
財
産
」（
法
７
条
）

を
担
保
の
目
的
と
し
、
文
字
ど
お
り
広
く
企
業

価
値
を
担
保
価
値
と
し
て
把
握
す
る
点
で
、
本

質
的
な
差
異
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
総
財
産

を
担
保
の
目
的
と
し
た
企
業
担
保
権
（
企
業
担

保
法
１
条
１
項
）
も
存
す
る
が
、
企
業
担
保
権

で
は
、
そ
の
担
保
の
目
的
の
広
さ
ゆ
え
の
ト

レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
で
、
倒
産
手
続
で
は
別
除

権
者
ま
た
は
更
生
担
保
権
者
と
扱
わ
れ
な
い
な

ど
担
保
の
効
力
と
し
て
必
ず
し
も
強
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
企
業
価
値
担
保

権
は
倒
産
手
続
と
の
関
係
で
抵
当
権
と
み
な
さ

れ
る
も
の
と
し
た
う
え
で
（
法
２
２
７
条
～
２

３
１
条
）、
破
産
手
続
お
よ
び
民
事
再
生
手
続

と
の
関
係
で
は
別
除
権
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

（
破
産
法
２
条
９
項
、民
事
再
生
法
53
条
１
項
）、

会
社
更
生
法
と
の
関
係
で
は
更
生
担
保
権
（
会

社
更
生
法
２
条
10
項
）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る

点
で
、
強
い
担
保
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広

く
・
強
い
担
保
と
い
う
点
で
こ
れ
ま
で
の
担
保

制
度
と
一
線
を
画
し
て
い
る
（
注
４
）。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
企
業
価
値
担
保
権
の
濫
用
防

止
、
他
の
多
数
の
利
害
関
係
者
を
保
護
す
る
観

点
か
ら
、
非
常
に
緻
密
か
つ
複
雑
な
調
整
が
図

ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
は
紹
介
で
き
な
い
が
、

例
え
ば
、
事
業
性
融
資
推
進
法
上
の
制
度
整
備

と
し
て
、
担
保
権
者
は
企
業
価
値
担
保
権
信
託

会
社
（
法
６
条
２
項
、
32
条
）
に
、
設
定
者
は

株
式
会
社
・
持
分
会
社
（
法
２
条
２
項
、
６
条

１
項
）
に
限
定
さ
れ
、
物
上
保
証
は
禁
止
さ
れ

た
（
法
13
条
１
項
）。
ま
た
、
企
業
価
値
担
保

権
者
は
、
担
保
目
的
財
産
に
対
す
る
差
押
等
の

強
制
執
行
に
対
し
、
債
務
者
の
事
業
の
継
続
に

支
障
を
き
た
す
場
合
を
除
き
第
三
者
異
議
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
法
19
条
１
項
）、
基

本
的
に
他
の
債
権
者
か
ら
の
強
制
執
行
に
は
劣

後
と
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

⑴　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト

　

そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
事
業
性
融
資
推
進

法
の
大
き
な
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
記

の
と
お
り
担
保
権
者
が
企
業
価
値
担
保
権
信
託

会
社
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
必
要
性
に
も
鑑
み
セ
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は
じ
め
に

　
企
業
価
値
担
保
権
の
設
定
は
、
そ

の
被
担
保
債
権
の
債
務
者
で
あ
る
会

社
を
委
託
者
と
し
、
受
託
者
と
の
間

で
締
結
さ
れ
る
信
託
契
約
（
企
業
価

値
担
保
権
信
託
契
約
。
事
業
性
融
資

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、

「
事
業
性
融
資
推
進
法
」
ま
た
は
単

に
「
法
」
と
い
う
）
６
条
３
項
）
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
（
法
８
条
１
項
）、
い
わ
ゆ
る
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
の
仕
組
み

を
用
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い

る
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
と

は
、
担
保
物
自
体
の
所
有
権
は
信
託

設
定
の
対
象
と
し
な
い
ま
ま
、
担
保

権
の
み
を
信
託
財
産
と
し
、
受
託
者

が
担
保
権
者
と
な
っ
て
、
受
益
者
た

る
被
担
保
債
権
者
の
た
め
に
一
元
的

に
担
保
権
の
管
理
・
行
使
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
す
る
信
託
を
い
う
。

一 　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス

ト
を
用
い
る
意
義

　
企
業
価
値
担
保
権
に
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
の
仕
組
み
を
用
い

る
の
は
、①
担
保
権
者
兼
受
託
者
を
、

事
業
性
融
資
推
進
法
に
基
づ
く
免
許

を
受
け
た
者
な
ど
に
限
定
し
、
こ
れ

に
行
為
規
制
を
課
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
委
託
者
に
対
す
る
説
明
義
務
な

ど
を
通
じ
て
企
業
価
値
担
保
権
の
適

切
な
設
定
を
確
保
す
る
こ
と
や
、
②

企
業
価
値
担
保
権
の
実
行
手
続
終
結

後
の
清
算
・
破
産
手
続
に
お
け
る
債

権
者
も
受
益
者
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
企
業
価
値
担
保
権
の
設
定
を
企

図
す
る
与
信
者
以
外
の
一
般
債
権
者

の
た
め
に
も
、
一
定
額
を
交
付
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
説
明
さ

れ
て
い
る
（
注
１
）。
ま
た
、セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
に
は
、
一
般
に

一
定
の
意
義
が
あ
り
、
か
か
る
観
点

か
ら
も
企
業
価
値
担
保
権
に
信
託
が

用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
以
下
、
若
干
敷
衍
す
る
。

１ 　
企
業
価
値
担
保
権
の
適
切
な

設
定
の
確
保

　
企
業
価
値
担
保
権
信
託
契
約
の
受

託
者
と
し
て
企
業
価
値
担
保
権
に
関

す
る
信
託
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
次
の
者
（
企
業
価
値
担
保

権
信
託
会
社
）
に
限
定
さ
れ
る
（
法

32
条
、
33
条
）。

①　
事
業
性
融
資
推
進
法
に
基
づ
き

内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
会

社
（
法
32
条
）

②　
担
保
付
社
債
信
託
法
の
免
許
を

受
け
た
会
社
、
信
託
兼
営
金
融
機
関

（
担
保
権
に
関
す
る
信
託
業
務
を
営

む
も
の
に
限
る
）、
運
用
型
信
託
会

社
ま
た
は
運
用
型
外
国
信
託
会
社

（
法
33
条
１
項
）

③　
銀
行
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
者
で
あ
っ
て
、
一
定
事
項
を
届

け
出
た
者
（
法
33
条
２
項
）

　
ま
た
、
信
託
兼
営
金
融
機
関
、
信

託
会
社
お
よ
び
外
国
信
託
会
社
以
外

の
企
業
価
値
担
保
権
信
託
会
社
が
企

業
価
値
担
保
権
に
関
す
る
信
託
業
務

を
営
む
場
合
に
は
、
委
託
者
た
る
債

務
者
に
対
す
る
事
前
の
説
明
義
務
お

よ
び
情
報
提
供
義
務
（
法
40
条
１
項

に
よ
る
信
託
業
法
25
条
お
よ
び
26
条

22    
企
業
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を
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こ
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は
じ
め
に

　
企
業
価
値
担
保
権
は
、
不
動
産
等

の
有
形
資
産
よ
り
も
、
技
術
、
ノ
ウ

ハ
ウ
、
顧
客
基
盤
等
を
事
業
の
競
争

力
の
源
泉
と
す
る
企
業
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
を
背
景
に
、
メ
イ
ン
バ
ン

ク
が
当
該
背
景
を
踏
ま
え
た
借
り
手

の
事
業
性
に
着
目
し
、
適
切
に
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
有
形
資
産
の
価
値
に
と
ど
ま
ら

な
い
事
業
価
値
ベ
ー
ス
で
の
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
制
度
で
あ
る
（
注
１
）。

　
事
業
価
値
と
い
う
形
の
な
い
も
の

を
担
保
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
そ
の

実
行
手
続
も
従
来
一
般
的
に
利
用
さ

れ
て
き
た
担
保
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
実
行
手
続
や
そ
の
前

後
の
プ
ロ
セ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
お
く
こ
と
は
、
前
記
の
適
切
な
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
あ
り
方
を
考
え
る
助

け
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、実
行
手
続
の
概
要
と
、実

務
的
な
論
点
を
い
く
つ
か
論
じ
た
う

え
で
、担
保
価
値（
＝
事
業
価
値
）の

最
大
化
の
た
め
に
望
ま
し
い
と
思
わ

れ
る
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
検
討
す
る
。

一 　
企
業
価
値
担
保
権
制
度
に

お
け
る
実
行
手
続
の
概
要

１　
実
行
手
続
の
開
始

⑴
　
申
立
て
お
よ
び
開
始
決
定

　
企
業
価
値
担
保
権
者
が
実
行
手
続

開
始
申
立
を
行
う
が
（
事
業
性
融
資

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、

「
事
業
性
融
資
推
進
法
」
ま
た
は
単

に
「
法
」
と
い
う
）
83
条
）、
申
立

て
に
際
し
て
は
、
①
申
立
債
権
お
よ

び
当
該
申
立
債
権
に
係
る
企
業
価
値

担
保
権
の
存
在
な
ら
び
に
、
②
申
立

債
権
に
係
る
弁
済
期
の
到
来
を
証
明

す
る
必
要
が
あ
る
（
法
84
条
２
項
）。

「
証
明
」
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
開

始
決
定
に
伴
い
債
務
者
の
事
業
の
経

営
権
お
よ
び
総
財
産
に
対
す
る
管
理

処
分
権
の
喪
失
と
い
う
重
大
な
効
果

が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
（
注
２
）。

　
裁
判
所
は
、
当
該
申
立
て
お
よ
び

証
明
が
な
さ
れ
れ
ば
、
実
行
手
続
開

始
の
決
定
を
行
い
（
法
87
条
１
項
）、

そ
の
効
力
は
決
定
の
時
か
ら
生
ず
る

（
同
条
２
項
）（
注
３
）。

⑵
　
管
財
人
の
選
任

　
裁
判
所
は
、開
始
決
定
と
同
時
に
、

管
財
人
を
選
任
す
る
（
法
88
条
１

項
）。

　
企
業
価
値
担
保
権
者
に
は
、
債
務

者
お
よ
び
そ
の
事
業
の
内
容
、
資
産

負
債
等
に
つ
き
情
報
提
供
の
努
力
義

務
が
課
さ
れ
る（
法
84
条
３
項
）と
と

も
に
、
裁
判
所
は
、
管
財
人
の
選
任

に
つ
い
て
申
立
人
の
意
見
を
聴
く
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
（
法
１
０
９
条
）。

　
手
続
開
始
後
、
債
務
者
の
事
業
の

経
営
な
ら
び
に
担
保
目
的
財
産
の
管

理
お
よ
び
処
分
を
す
る
権
利
は
管
財

人
に
専
属
す
る（
法
１
１
３
条
１
項
）

が
、一
定
の
重
要
行
為
に
つ
い
て
は
、

更
生
管
財
人
等
同
様
に
裁
判
所
の
許

可
が
必
要
と
な
る
（
同
条
２
項
）。

　
管
財
人
は
、
善
管
注
意
義
務
を
負

い
（
法
１
２
１
条
１
項
）、
当
該
注

意
を
怠
っ
た
と
き
は
、
広
く
利
害
関

係
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負

う
（
同
条
２
項
）。

⑶
　
弁
済
禁
止

　
手
続
開
始
後
、配
当
債
権（
申
立
債

33    
実
行
を
巡
る
諸
論
点

実
行
を
巡
る
諸
論
点

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業  

弁
護
士
　

弁
護
士
　
千
明
千
明  

諒
吉
・
加
藤

諒
吉
・
加
藤  

貴
裕
貴
裕
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は
じ
め
に

　
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律（
以
下
、「
事
業
性
融
資
推
進
法
」

ま
た
は
単
に
「
法
」
と
い
う
）
に
基

づ
き
設
定
が
可
能
と
な
る
企
業
価
値

担
保
権
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
分
野

と
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
注

１
）。こ
れ
は
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト・フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
の
実
務
で
は
「
全
資
産
担

保
の
原
則
」
が
定
着
し
て
お
り
、
事

業
全
体
に
対
す
る
担
保
設
定
を
可
能

に
す
る
企
業
価
値
担
保
権
の
制
度
趣

旨
と
親
和
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た

め
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際

に
企
業
価
値
担
保
権
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
活
用
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
既
存
の
個
別
担
保
権

設
定
に
よ
る
実
務
が
定
着
し
て
い
る

な
か
で
企
業
価
値
担
保
権
を
利
用
す

る
メ
リ
ッ
ト
や
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
実
務
に
照
ら
し
て

企
業
価
値
担
保
権
の
利
用
に
支
障
が

な
い
か
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
本
稿
で
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
既
存
の
担
保
実
務

を
簡
単
に
振
り
返
っ
た
う
え
で
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お

け
る
企
業
価
値
担
保
権
の
活
用
可
能

性
を
検
討
す
る
。

一 

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
の
従
来
の
担
保
実
務

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

は
、
対
象
と
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か

ら
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
依
拠
し

た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
手
法
で
あ
る
た

め
、
対
象
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
属
す
る

資
産
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
り
、
当

該
観
点
か
ら
対
象
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

属
す
る（
主
要
な
）全
資
産
に
対
し
て

担
保
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る（
こ
れ
を
一
般
的
に「
全
資
産
担

保
の
原
則
」
と
よ
ぶ
）。
当
該
担
保

権
の
設
定
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
属
す
る
資
産
の
交
換
価
値
の
把
握

に
加
え
、
①
第
三
者
に
よ
る
差
押
等

を
防
止
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
遂
行

に
必
要
な
資
産
の
散
逸
を
防
ぎ
（
担

保
権
の
防
衛
的
機
能
）、②
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
事
業
性
が
悪
化
し
た
場
合

に
、
レ
ン
ダ
ー
主
導
で
ス
ポ
ン
サ
ー

の
交
代
ま
た
は
新
会
社
へ
の
資
産
承

継
等
を
行
い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
再

建
さ
せ
て
資
金
回
収
を
図
る
こ
と

（
担
保
権
の
ス
テ
ッ
プ
・
イ
ン
の
機

能
）が
意
図
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

対
象
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
属
す
る
各
資

産
に
対
し
て
、
各
資
産
の
種
類
に
応

じ
た
担
保
権
を
個
別
に
積
み
上
げ
て

担
保
権
設
定
を
行
う
こ
と
で
、
対
象

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
属
す
る
全
資
産
を

な
る
べ
く
カ
バ
ー
す
る
方
式
が
実
務

上
採
用
さ
れ
て
お
り
（
以
下
、「
個
別

担
保
方
式
」と
い
う
）、概
ね
図
表（
次

頁
）
の
担
保
権
が
設
定
さ
れ
る
。

二 

　
企
業
価
値
担
保
権
を
利
用

す
る
メ
リ
ッ
ト

　
従
来
の
個
別
担
保
方
式
と
の
比
較

に
お
い
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
の
場
面
で
企
業
価
値
担
保

権
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て

は
、
次
の
点
が
考
え
ら
れ
る
。

１　
担
保
目
的
財
産

　
企
業
価
値
担
保
権
は
、「
会
社
の

総
財
産
」を
担
保
目
的
財
産
と
し（
法

44    
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る

企
業
価
値
担
保
権
の
活
用
可
能
性

企
業
価
値
担
保
権
の
活
用
可
能
性

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業  

弁
護
士
　

弁
護
士
　
佐
藤
佐
藤  

知
紘
・
山
本

知
紘
・
山
本  

　
明
　
明

企業価値担保権と実務的考察
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は
じ
め
に

　
Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
Ｍ
＆
Ａ

取
引
の
対
象
と
な
る
会
社
（
対
象
会

社
）
の
事
業
が
生
み
出
す
キ
ャ
ッ

シ
ュ
フ
ロ
ー
に
着
目
し
た
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い

る
「
全
資
産
担
保
」
の
実
務
は
、
企

業
価
値
担
保
権
が
実
現
し
よ
う
と
す

る
「
事
業
と
し
て
の
価
値
」
を
担
保

価
値
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
Ｌ
Ｂ
Ｏ

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
企
業
価
値

担
保
権
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
実
務
上
の
関
心
の
高
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
非
公
開
会
社
向

け
の
Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、
実
務
上
乗
り
越
え

る
べ
き
法
的
な
課
題
に
つ
い
て
、
初

期
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
は
、
Ｌ
Ｂ

Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
携
わ
る
者
が
ま

ず
疑
問
に
思
う
３
つ
の
点
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
概
要
を
示
し
て
お

く
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
①
そ
も
そ
も
企
業
価
値
担
保
権

を
Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
通
常
想

定
さ
れ
て
い
る
ス
キ
ー
ム
で
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
②
既
存
の
実

務
（
個
別
資
産
へ
の
担
保
設
定
の
積

上
げ
）
よ
り
も
、
企
業
価
値
担
保
権

を
用
い
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
何

か
、
お
よ
び
③
企
業
価
値
担
保
権
を

設
定
す
る
こ
と
に
よ
る
懸
念
点
は
何

か
で
あ
る
。

　
ま
ず
①
に
つ
い
て
、
企
業
価
値
担

保
権
は
物
上
保
証
が
禁
止
さ
れ
る

（
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律（
以
下
、「
事
業
性
融
資
推
進
法
」

ま
た
は
単
に
「
法
」
と
い
う
）
13
条

１
項
）
な
ど
、
い
く
つ
か
留
意
す
べ

き
点
が
あ
る
も
の
の
、
結
論
と
し
て

は
既
存
の
実
務
で
想
定
さ
れ
て
い
る

ス
キ
ー
ム
と
同
等
の
ス
キ
ー
ム
を
組

成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
、
②
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も

法
的
な
観
点
で
は
な
い
も
の
の
、
例

え
ば
サ
ー
ビ
ス
の
独
自
性
や
強
力
な

顧
客
基
盤
が
事
業
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
源
泉
と

な
っ
て
い
る
会
社
に
お
い
て
は
、
買

収
時
に
調
達
す
べ
き
資
金
が
多
額
と

な
る
一
方
で
、（
株
式
、
預
金
債
権

お
よ
び
イ
ン
タ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
ロ
ー

ン
債
権
を
除
き
）
担
保
に
と
る
べ
き

有
形
資
産
に
乏
し
い
場
合
も
想
定
さ

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
局
面
で
は
、
事

業
全
体
の
価
値
を
把
握
す
る
と
い
う

企
業
価
値
担
保
権
に
優
位
性
が
認
め

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
。

　
最
後
に
、
③
に
つ
い
て
は
、
企
業

価
値
担
保
権
の
性
質
上
、
第
三
者
に

対
す
る
効
力
が
個
別
資
産
に
担
保
権

を
設
定
す
る
場
合
と
比
較
し
て
異
な

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
従
前
の
担

保
権
と
同
等
の
防
御
的
機
能
を
確
保

す
る
観
点
か
ら
は
、
企
業
価
値
担
保

権
と
並
行
し
て
主
要
な
個
別
資
産
に

担
保
権
を
設
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
企
業
価
値
担
保
権
と
被
担

保
債
権
を
同
じ
く
す
る
重
複
担
保
権

は
個
別
の
実
行
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
（
法
11
条
）
な
ど
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

一
　
想
定
さ
れ
る
ス
キ
ー
ム

１　
ス
キ
ー
ム
の
概
要

　
Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
い
て

企
業
価
値
担
保
権
を
活
用
す
る
際
に

55    
Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る

Ｌ
Ｂ
Ｏ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る

企
業
価
値
担
保
権
の
活
用
可
能
性

企
業
価
値
担
保
権
の
活
用
可
能
性

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業  

弁
護
士
　

弁
護
士
　
田
口
田
口  

祐
樹
・
宮
澤

祐
樹
・
宮
澤  

　
哲
　
哲

企業価値担保権と実務的考察
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は
じ
め
に

　
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト
は
、
典
型
的

に
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
対
す
る

新
株
予
約
権
付
融
資
や
新
株
予
約
権

付
社
債
の
ほ
か
、
金
融
機
関
等
の
レ

ン
ダ
ー
が
新
株
予
約
権
の
割
当
を
受

け
ず
に
融
資
ま
た
は
社
債
の
引
受
け

を
実
行
す
る
場
合
も
あ
る
（
注
１
）。

し
か
し
な
が
ら
、
金
融
機
関
等
の
レ

ン
ダ
ー
に
と
っ
て
、
新
株
予
約
権
の

割
当
を
受
け
た
と
し
て
も
、
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
の
与
信
リ
ス
ク
が
顕
在

化
し
た
場
合
は
新
株
予
約
権
も
無
価

値
に
な
る
だ
け
で
あ
り
、
ダ
ウ
ン
サ

イ
ド
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
も
の
で
は

な
い
。
他
方
で
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ド
リ

ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
た
め
の
方
策
と

し
て
は
、
担
保
の
設
定
が
真
っ
先
に

思
い
浮
か
ぶ
が
、
一
般
に
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
は
担
保
提
供
が
可
能
な

在
庫
や
不
動
産
な
ど
の
有
形
資
産
を

保
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
従

前
の
担
保
法
制
に
基
づ
く
担
保
の
設

定
が
行
え
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な

い
。
そ
こ
で
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト

の
取
組
み
に
際
し
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ド

リ
ス
ク
の
低
減
措
置
（
信
用
補
完
）

と
し
て
、
あ
る
い
は
伴
走
支
援
に
よ

る
さ
ら
な
る
企
業
価
値
の
向
上
を
期

待
し
て
、
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
以
下
、「
事
業
性
融

資
推
進
法
」
ま
た
は
単
に
「
法
」
と

い
う
）
に
基
づ
く
企
業
価
値
担
保
権

を
活
用
す
る
場
面
が
あ
り
得
る
と
考

え
ら
れ
る
（
注
２
）。
ま
た
、
金
融

機
関
等
の
視
点
で
み
れ
ば
、
紙
幅
と

の
関
係
で
詳
細
に
は
立
ち
入
れ
な
い

が
、
企
業
価
値
担
保
権
制
度
が
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
の
仕
組
み

を
採
用
し
た
帰
結
か
ら
、与
信
者（
特

定
被
担
保
債
権
者
を
指
し
、
以
下
同

じ
。
本
稿
で
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト

の
レ
ン
ダ
ー
が
想
定
さ
れ
る
）
が
複

数
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
た

め
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト
の
シ
ン
ジ

ケ
ー
ト
ロ
ー
ン
を
組
成
す
る
こ
と

や
、
受
託
者
（
企
業
価
値
担
保
権
信

託
会
社
を
指
し
、
以
下
同
じ
）
を
変

更
せ
ず
と
も
貸
付
債
権
（
お
よ
び
そ

れ
に
付
随
し
て
新
株
予
約
権
）
の
セ

カ
ン
ダ
リ
ー
取
引
を
行
う
こ
と
も
妨

げ
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
注

３
）。

　
一
方
、
い
く
ら
金
融
機
関
等
へ
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
取
り
巻
く
内
外

の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
、

企
業
価
値
担
保
権
の
設
定
が
日
常
的

な
業
務
運
営
や
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
に

支
障
が
生
じ
る
よ
う
で
は
、
実
際
に

用
い
る
途
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
金
融
機
関
等
の

融
資
に
よ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト
の

場
面
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
ベ

ン
チ
ャ
ー
企
業
や
そ
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
の
視
点
か
ら
、
企
業
価
値
担

保
権
の
活
用
可
能
性
を
検
討
す
る

（
注
４
）。

一 

　
企
業
価
値
担
保
権
の
設
定

に
よ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
自

身
の
日
常
的
な
業
務
運
営
へ

の
影
響

１ 　

現
預
金
や
資
産
を
自
由
に

使
っ
た
り
取
引
先
と
の
契
約
に

影
響
が
な
い
か

　
企
業
価
値
担
保
権
の
担
保
目
的
財

66    
ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト
に
お
け
る

ベ
ン
チ
ャ
ー
デ
ッ
ト
に
お
け
る企業

価
値
担
保
権
の
活
用
可
能
性

企
業
価
値
担
保
権
の
活
用
可
能
性

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業  

弁
護
士
　

弁
護
士
　
齋
藤
齋
藤  

　
崇
・
水
井

　
崇
・
水
井  

　
大
　
大

企業価値担保権と実務的考察
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一    

ま
ち
づ
く
り
は
財
源

開
発
か
ら 

…
田
代
氏
に
よ
る
プ

レ
ゼ
ン

カ
ン
ダ
ま
ち
お
こ
し

株
式
会
社
の
活
動

　
カ
ン
ダ
ま
ち
お
こ
し
株
式
会
社
の

田
代
で
す
。
当
社
は
岐
阜
・
愛
知
を

中
心
的
な
営
業
エ
リ
ア
と
す
る
地
域

金
融
機
関
、
十
六
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

グ
ル
ー
プ
の
ま
ち
づ
く
り
子
会
社
と

し
て
２
０
２
２
年
４
月
に
設
立
し
ま

し
た
。

　
当
社
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

は
、
ま
ち
づ
く
り
を
加
速
す
る
３
つ

の
タ
イ
プ
の
財
源
開
発
で
す
。

　
第
一
は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
で
す
。
岐
阜
・
愛
知
に
特
化
し
た

「
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｓ（
オ
コ
ス
）」と
い
う
ロ
ー

カ
ル
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
運
営

し
て
い
ま
す
。
企
業
家
や
非
営
利
団

体
が
地
域
の
課
題
解
決
や
活
性
化
を

目
指
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
計
画

し
、
そ
れ
に
対
す
る
支
援
金
を
集
め

る
も
の
で
す
。
今
年
６
月
ま
で
に
72

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
掲
載
さ
れ
、
集

ま
っ
た
支
援
金
の
合
計
は
72
百
万
円

で
す
。
１
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
あ
た
り
平

均
１
０
０
万
円
弱
と
小
粒
で
は
あ
り

ま
す
が
、
目
標
金
額
を
達
成
で
き
る

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
目
指
し
て

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
支
援
ス
キ
ル
が
向

上
し
、
直
近
の
目
標
金
額
達
成
率
は

60
％
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。

　
第
二
に
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の

マ
ッ
チ
ン
グ
で
す
。
２
０
２
３
年
よ

り
「
Ｃ
ｏ
Ｌ
ｏ
Ｒ
ｓ
（
カ
ラ
ー
ズ
）」

と
い
う
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
開

始
し
ま
し
た
。
企
業
版
ふ
る
さ
と
納

税
は
個
人
の
ふ
る
さ
と
納
税
と
異
な

り
返
礼
品
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
社

所
在
地
外
の
企
業
が
自
治
体
に
寄
附

を
す
る
と
最
大
９
割
の
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
仲
介

事
業
者
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
今
年
６
月
時
点
で
37
自
治
体
と

契
約
し
、
寄
附
の
仲
介
額
は
計
１
億

円
を
達
成
し
ま
し
た
。

　
第
三
に
観
光
地
域
づ
く
り
の
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
で
す
。
観
光
と

い
え
ば
誘
客
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に

焦
点
が
当
た
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は

そ
う
し
た
活
動
に
必
要
な
裏
付
け
財

●
日　
時

　
２
０
２
４
年
９
月
８
日

●
場　
所

　
愛
知
県
名
古
屋
市 

名
古
屋
市
立
大
学

●
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
タ

　
田
代 

達
生

　
（
カ
ン
ダ
ま
ち
お
こ
し
㈱ 

代
表
取
締
役
）

　
木
村 

真
樹

　
（
合
同
会
社
め
ぐ
る 

代
表
）

●
コ
メ
ン
テ
ー
タ

　
水
谷 

衣
里

　
（
㈱
風
と
つ
ば
さ 

代
表
取
締
役
）

　
日
下 

智
晴

　
（ 

日
下
企
業
経
営
相
談
所 

代
表 

（
金
融
部
会
副
部
会
長
））

●
総
括
コ
メ
ン
ト

　
小
野 

浩
幸

　
（
山
形
大
学
教
授
（
金
融
部
会
部
会
長
））

●
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ

　
山
口 

省
藏

　
（ 

金
融
経
営
研
究
所 

所
長 

（
金
融
部
会
副
部
会
長
））

田
代
田
代  

達
生
、
木
村

達
生
、
木
村  

真
樹
、
水
谷

真
樹
、
水
谷  

衣
里
、
日
下

衣
里
、
日
下  

智
晴
、
小
野

智
晴
、
小
野  

浩
幸
、
山
口

浩
幸
、
山
口  

省
藏
省
藏

地
域
活
性
学
会
名
古
屋
研
究
大
会
　
金
融
部
会
セ
ッ
シ
ョ
ン（
第

地
域
活
性
学
会
名
古
屋
研
究
大
会
　
金
融
部
会
セ
ッ
シ
ョ
ン（
第
1717
回
研
究
会
）

回
研
究
会
）

「
地
域
活
性
事
業
の
応
援
的
な
財
源
開
発
の
あ
り
よ
う
」

「
地
域
活
性
事
業
の
応
援
的
な
財
源
開
発
の
あ
り
よ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
東
海
地
域
の
事
例
か
ら
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
東
海
地
域
の
事
例
か
ら
〜
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